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教育情報ネットワークの新しい管理体制が決まりました 

 

 

 

 教育委員会では、教育情報ネットワーク（ＭＥＮＥＴ）への不正アクセス問題について、第三者

委員会の検証報告書に基づき「権限と責任をもち、現状の組織に属さない組織」の検討を進めてき

ました。この新しい管理体制が決まりました。 

 

１ 開始日  平成３０年１１月１２日（月）から  

 

２ 新体制  （１）市役所全体の情報政策を所管する政策部情報政策課内に、新たに専任の担当

職員２人（担当係長、係員）を配置。専属で教育情報ネットワークの基盤整

備やセキュリティ対策などを行う体制とします 

（２）教育情報の全体管理などを教育委員会事務局総務課で担当。学校教育課は授

業や校務の活用のみを担当し、第三者委員会の提言に対応します 

        

※詳しくは別添資料をご覧ください 
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本件に関するお問い合わせ先 

 

内線 ／ ４００２ 

直通 ／ ０２７－８９８－５８０２ 

 

PRESS RELEASE 平成３０年１１月８日  

 

電 話 

 

教育委員会事務局 総務課 総務係 


